
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

べるびゅー大栄訪問看護事業所 

（訪問看護・介護予防訪問看護） 

利用契約書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



訪問看護利用のための契約書 

 

【                 】（利用者といいます）は、 

【べるびゅー大栄訪問看護事業所】（事業者といいます）に対して、次のとおり、訪問看護を依

頼し、事業者はこれを引き受けました。 

 

 

 （訪問看護の意味） 

［１］ 訪問看護とは、次のことをいいます。 

（１） 治療の為の看護、日常生活の看護 

（２） 認知症の看護 

（３） 健康相談、家屋改善の相談、介護者の相談 

 

 

 （訪問看護の目的） 

［２］ 事業者は、主治医の指示書に基づいた居宅サービス計画に沿って、利用者ができるだけ

居宅で、自立して日常生活をおくることができるように、訪問看護をします。 

 

 

 （訪問看護の計画） 

［３］ 事業者は、利用者の生活状況と希望をふまえて、次のことを定めた訪問看護の計画を作

り、利用者の同意を得ます。 

（１） 訪問看護の目標 

（２） 具体的なサービスの内容 

 

 

  （訪問看護員の資格） 

［４］ 事業者は看護師、又は准看護師に訪問看護を行わせます。 

 

 

   （訪問看護の指針） 

［５］ 事業者は、訪問看護の計画にもとづいて、次のようにして、訪問看護をします。 

（１） 利用者の意思と人格を尊重して、常に利用者の立場にたって、訪問看護をしま

す。 

（２） 利用者や家族に対して、訪問看護の方法等について、わかりやすく説明します。 

（３） 適切な看護技術で、訪問看護をします。 

（４） 利用者の心身の状況や生活環境等の的確な把握につとめます。 

 

 

 （訪問看護計画、訪問看護員の変更） 

［６］ 事業者は、利用者の必要に応じて、その同意を得た上で、訪問看護の計画を変更します。

利用者は、いつでも訪問看護の計画の変更を求めることができます。 

また、事業者は、利用者から訪問看護員の変更の希望があったときは、できるだけその

希望にこたえます。 

 

 

 

 



   （緊急時の対応） 

［７］ 事業者は、訪問看護を行っているときに、利用者の病状が急変したり、その他の必要が

生じた場合は、すみやかに主治医連絡をとるなど必要な対応をとります。 

 

 

（料金） 

［８］ 利用者は、事業者が提供する訪問看護に対する料金規定は【重要事項説明書】別紙のと

おり。 

 

  

（訪問看護の中止） 

［９］ 利用者は、急な病気や入院などやむをえない場合をのぞいて、訪問看護する日の前日の

１２時（昼）までに、事業者に中止（キャンセル）を申し出ます。 

 

 

（契約の期間） 

［１０］ この契約の期間は、契約日から、要介護認定の有効期間の最後の日までです。ただし、

この最後の日までに、利用者が、事業者に対して、契約を終了させたいと申し出なか

ったときは、この契約は更新されます。その後も同じです。 

 

 

（利用者による解約） 

［１１］ 利用者は、契約の期間内であっても、いつでも、この契約を解約することができます。 

ただし、利用者は、急な病気や入院などやむをえない場合をのぞいて、契約を終了さ 

せる日の 1週間前までに事業者に解約を申し出ます。 

 

 

（秘密の保持） 

［１２］ 事業者は、利用者とその家族の秘密を守ります。この契約が終わった後も同じです。

事業者が、居宅介護支援事業者が開くサービス担当者会議等で、利用者の情報を用い

るときは、文書による利用者の同意を得ます。家族の情報を用いるときは、家族の同

意を得ます。 

 

 

（損害賠償） 

［１３］ 事業者は、その不注意で、利用者に損害を与えたときは、利用者に対して、その損害

を賠償します。 

利用者は、事業者に損害を与えたときは、事業者に対して、その損害を賠償します。 

事業者は、損害金の支払にそなえて、損害保険に加入します。 

 

 

（記 録） 

［１４］ 事業者は、利用者のために、利用者の訪問看護の記録を整え、契約が終わった後も 5

年間保管します。そして、事業者は、利用者の求めがあったときは、その記録を見せ

ます。 

 

 

 

 

 



（相談・苦情の受付） 

［１５］ 事業者は、訪問看護についての利用者の相談や苦情を受けつけるため専用の窓口を設

けます。そして、利用者の希望や苦情に迅速に対応します。 

 

 

（法令を守る） 

［１６］ 以上のほか、事業者は、介護保険についての法令を守って、利用者に対し、訪問看護

を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               令和   年    月   日 

 

               利用者 

                住所                       

 

 

                氏名                           印 

 

 

（代筆者             続柄    ） 

 

 

               身元引受人 

                住所                       

 

                 

氏名                      印 

                        

 

事 業 者   

住    所  鳥取県東伯郡北栄町六尾 2005 

                    

事業者名 べるびゅー大栄訪問看護事業所 

       

管理者名 中川 都子   印 

 


